
法学科運営会議議事要旨 

日 時 平成２６年２月１３日（木）１５時００分～１５時２０分 

場 所 法経研究棟 大会議室（４階） 

出席者 ４６名（定足数 ２８名） 

オブザーバー ３名 

議     事 

  （協議事項） 

１．定足数について 

法学科長から、病気休暇中の准教授１名が病気休職となるため、定足数除外の適用条項を学部教授

会規程第４条第２項第１号から第２号に変更し、引き続き定足数から除外することについて説明があ

り、協議の結果、承認した。 

２．学生の異動について 

教務委員会委員長から、学生の異動について、資料に基づき説明があり、協議の結果、５名の休学

を承認した。 

３．法学部規程の一部改正について 

教務委員会委員長から、法学部規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、協議の結果、

承認した。 

  ４．平成２６年度授業科目の変更について 

     教務委員会委員長から、平成２６年度授業科目の変更について、資料に基づき説明があり、協議の

結果、承認した。 

５．平成２６年度非常勤講師担当の授業科目の変更について 

   教務委員会委員長から、平成２６年度非常勤講師担当の授業科目の変更について、資料に基づき説

明があり、協議の結果、承認した。 

６．客員教授の称号付与について 

法学科長から、客員教授の称号付与について、資料に基づき説明があり、協議の結果、３名に客員

教授の称号を付与することを承認した。 

７．障害等のある者への受験及び修学上の配慮について 

   教務委員会委員長から、障害等のある者への受験及び修学上の配慮について、資料に基づき説明が

あり、協議の結果、承認した。 

８．平成２６年度第１学期法学部科目等履修生入学試験の合格者判定について 

教務委員会委員長から、平成２６年度第１学期法学部科目等履修生入学試験の合格者判定について、

資料に基づき説明があり、協議の結果、３名の合格を承認した。 

９．招へい教員の受入れについて 

法学科長から、招へい教員の受入れについて、資料に基づき説明があり、協議の結果、２名の受入

れを承認した。 

１０．大阪大学法学部及び大学院法学研究科とハノイ法科大学との間における学術交流協定及び学生交流覚

書の締結について 

担当教員から、大阪大学法学部及び大学院法学研究科とハノイ法科大学との間における学術交流協

定及び学生交流覚書（案）の締結について、資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

（報告事項） 

１．法学部運営委員会（２月６日） 

法学科長から、要支援学生に係る対応等について、これまで教務委員会が主導で行ってきたが、今

後は学生支援室が中心になって行うとともに、教務委員会は学生支援室へのサポートを行うことにつ

き、教務委員会及び学生支援室と同様、法学部運営委員会としてもそれを了承した旨、報告があった。 

２．合格者判定委員会（２月６日） 

法学科長から、平成２６年度個別学力検査（後期日程）の第１段階選抜を実施しないことを決定し

た旨、報告があった。 

３． 教務委員会（２月６日） 



教務委員会委員長から、平成２６年度授業科目時間割の変更及び平成２５年度第２学期試験におけ

る追試験について報告があった。続いて、法政基礎セミナーに関するアンケート調査についての説明

があった。 

４． 平成２６年度個別学力検査の実施について 

教務委員会委員長から、平成２６年度個別学力検査の実施について、資料に基づき報告があった。 

  ５．その他 

   ①青雲会懸賞論文について 

同窓会学内幹事から、青雲会懸賞論文について、資料に基づき投稿論文の審査の進め方の説明があ

った。 


